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伊勢市告示第 159 号

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 46 条第１項の規定により、指定

居宅介護支援事業者を指定したので、同法第 85 条第１号及び介護保険法

施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第 133 条の２の規定により、次の

とおり告示します。

令和６年８月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

１ 指定居宅介護支援事業者の名称

株式会社ＪＵＭＰ

２ 指定に係る事業所の名称及び所在地

名 称 居宅介護支援事業所 ひだか

所在地 伊勢市桜木町 55 番地１

３ 指定の年月日

令和６年８月１日

４ サービスの種類

居宅介護支援
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伊勢市告示第 160 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条の２の３第１項の規定に

基づき、株式会社トラストバンクが提供する LoGo フォームサービスに含

まれるオンライン決済オプションにより納付される証明書等の交付に係る

歳入等の指定納付受託者を次のとおり指定したので、同条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示します。

令和６年８月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

株式会社トラストバンク

東京都品川区上大崎３丁目１番１号 ＪＲ東急目黒ビル７階

２ 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等

手数料及び郵送料

３ 指定をした日

令和６年６月 21 日

４ 指定期間

令和６年６月 21 日から令和７年３月 31 日まで

５ 運用を開始する日
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令和６年８月５日
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伊勢市告示第161号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の２の２第１項の規定によ

り、伊勢市、鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組合、松阪地区広域

消防組合及び紀勢地区広域消防組合において、次のとおり規約を定め、三

重南消防通信指令事務協議会を設置しましたので、同条第２項の規定によ

り告示します。

令和６年８月８日

伊勢市長 鈴 木 健 一

三重南消防通信指令事務協議会規約

（協議会の目的）

第１条 この協議会（以下「協議会」という。）は、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）第 252 条の２の２第１項の規定に基づき、複雑多様化

する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強

化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行

することを目的とする。

（協議会の名称）

第２条 協議会は、三重南消防通信指令事務協議会という。

（協議会を設ける市及び組合）

第３条 協議会は、伊勢市、鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組合、
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松阪地区広域消防組合及び紀勢地区広域消防組合（以下「関係団体」と

いう。）がこれを設ける。

（協議会の担任事務）

第４条 協議会は、関係団体の区域（関係団体が消防事務を受託している

区域を含む。）における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報の

収集伝達その他の消防通信指令に関する事務（以下「担任事務」とい

う。）を管理し、及び執行する。

（協議会の事務所）

第５条 協議会の事務所は、伊勢市楠部町 159 番地 11 伊勢市消防本部内

に置く。

（組織）

第６条 協議会は、会長及び委員６人をもって組織する。

（会長）

第７条 会長は、伊勢市消防長の職にある者をもって充てる。

２ 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

３ 会長は、非常勤とする。

（委員）

第８条 委員は、会長を除く関係団体の消防長の職にある者をもって充て

る。

２ 委員は、非常勤とする。

（副会長及び監事）

第９条 協議会に副会長を置き、松阪地区広域消防組合消防長の職にある

者をもって充てる。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、副会長がその職務を代理する。

３ 協議会に、委員の互選により監事２人を置く。
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４ 監事は、協議会の会計を監査する。

（職員）

第 10 条 担任事務に従事する職員（以下「職員」という。）の定数及び当

該定数の関係団体間の配分並びにその身分については、関係団体の消防

長の協議により定める。

２ 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、そ

れぞれ当該関係団体の消防職員のうちから選任する。

３ 会長は、職員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、

又は職員に職務上の義務違反その他職員として適しない非行があると認

めるときは、当該職員の属する関係団体の消防長にその解任を求めるこ

とができる。

（事務処理のための組織）

第 11 条 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を経て、担任事

務を処理するために必要な組織を設けることができる。

（会議）

第 12 条 会議は、担任事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定

する。

（会議の招集）

第 13 条 会議は、会長が招集する。

２ 会長は、委員の３分の１以上の者から会議の招集の請求があったとき

は、これを招集しなければならない。

（会議の運営）

第 14 条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の

決するところによる。
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４ 前３項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で

定める。

（関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行）

第 15 条 協議会は、担任事務を関係団体の長又は消防長の名において管

理し、及び執行する場合は、当該担任事務に関する伊勢市の条例、規則

その他の規程（以下「伊勢市の条例等」という。）を関係団体の当該担

任事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該担任事務をそ

の定めるところにより管理し、及び執行する。

２ 伊勢市は、担任事務に関する伊勢市の条例等を制定し、又は改廃しよ

うとする場合は、あらかじめ鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組

合、松阪地区広域消防組合及び紀勢地区広域消防組合と協議しなければ

ならない。

３ 伊勢市長は、担任事務に関する伊勢市の条例等が制定され、又は改廃

されたときは、速やかにその旨を鳥羽市長、熊野市長、志摩市長、三重

紀北消防組合管理者、松阪地区広域消防組合管理者及び紀勢地区広域消

防組合管理者並びに会長に通知しなければならない。

（経費の支弁の方法）

第 16 条 担任事務の管理及び執行に要する費用は関係団体が負担し、協

議会の出納は伊勢市が行う。

２ 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、関係団体の消防長が協

議して定めるところにより算定した負担割合による。

３ 鳥羽市、熊野市、志摩市、三重紀北消防組合、松阪地区広域消防組合

及び紀勢地区広域消防組合は、前項の規定により負担すべき額を負担金

として伊勢市に納付しなければならない。

（財産の取得、管理及び処分の方法）

第 17 条 担任事務の用に供する財産は、関係団体が協議してそれぞれ取
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得し、又は処分し、当該財産の管理は、協議会が行う。

２ 協議会は、前項の財産の管理を行う場合は、当該管理に関する伊勢市

の条例等を関係団体の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみな

して、当該管理をその定めるところにより行う。この場合においては、

第 15 条第２項及び第３項の規定を準用する。

（その他の財務に関する事項）

第 18 条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に

関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の

例による。

（協議会解散の場合の措置）

第 19 条 協議会が解散した場合における担任事務の承継については、関

係団体が協議して定める。

（協議会の規程等）

第 20 条 協議会は、この規約に定めるもののほか、担任事務に関し、必

要な規程等を設けることができる。

附 則

この規約は、令和６年８月８日から施行する。
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伊勢市教育委員会告示第 10 号

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。

令和６年８月９日

伊勢市教育委員会

教育長 岡 俊 晴

記

１ 日 時 令和６年８月 19 日（月）午後７時 00 分

２ 場 所 伊勢市教育委員会（小俣総合支所）３階 大研修室

３ 会議に付する事件

議案第 33 号 職員の人事異動について

議案第 34 号 令和６年度教育関係補正予算（第４号）について

議案第 35 号 奨学生の決定について

議案第 36 号 伊勢市体育施設条例の一部改正について

議案第 37 号 伊勢市社会教育委員兼伊勢市立公民館運営審議会委員の辞

任の承認及び補欠委員の委嘱について
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伊勢市選挙管理委員会告示第７号

公職選挙法（昭和 25年法律第 100 号）第 22条第１項の規定により、同法第 22 条第

1項本文に規定する選挙人名簿の登録の日を次のとおり変更します。

令和６年８月１日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 竜 田 節 夫

記

１ 登録日 令和６年９月２日
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伊勢市農業委員会告示第９号

伊勢市農業委員会第 224 回総会を次のとおり招集します。

令和６年８月８日

伊勢市農業委員会

会長 森川 正弘

１ 招集の日時 令和６年８月 16日（金）午後２時

２ 招集の場所 伊勢市 御薗公民館 ２階 講堂

３ 付議すべき事項

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第４号 非農地証明願について

議案第５号 伊勢市農用地利用集積計画について（農林水産課提案）
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伊勢市公告第 56 号

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 56

号）附則第５条第１項の規定に基づき、次のように農用地利用集積計画を

定めましたので、同項の規定により公告します。

令和６年８月１日

伊勢市長 鈴 木 健 一

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。
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伊勢市公告第 57 号

公 示 送 達

下記の者の令和６年度国民健康保険料納入通知書は、住所、居所等が不

明のため送達することができないので、国民健康保険法（昭和 33 年法律

第 192 号）第 78 条において準用する地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）

第 20 条の２の規定により、公示送達をします。

なお、当該書類は、健康福祉部医療保険課に保管してありますから、来

庁の上、受領してください。

令和６年８月 14 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

公示送達を受けるべき者の氏名及び住所

氏 名 住 所 記号番号

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略
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省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略

省略 省略 省略
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